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特　集 持続可能な地方創生を考える

要　約

事業承継税制見直しは地方
の活性化につながるか

金融調査部　是枝 俊悟／小林 章子

事業承継税制は、特に地域経済の中核を担っている中小の法人企業につ
いて、円滑な事業承継を実現することを目的に 2009 年に創設された制度
である。数次の制度改正を経て適用件数は拡大傾向にあるが、絶対数とし
てはまだ十分に普及しているとは言い難い。

事業承継税制のこれまでの適用率は、従業員数の少ない企業ほど低くなっ
ている。小さい企業ほど雇用確保要件の未達リスクを恐れたり、制度を利
用しても贈与税や相続税の一部の納付を求められることが重荷になったり
したため、制度利用をためらったものと考えられる。

2018 年度税制改正（案）により、10 年間の期間限定で雇用確保要件が
実質的に撤廃され、贈与税額および相続税額の全額の納税が猶予される特
例が設けられる。これにより、全体の適用率が一定水準まで上昇すると仮
定すると、今後 10 年間で約３万社に制度が利用され、制度がなかった場
合と比べて約 26,000 人の雇用が維持されるものと試算される。

設けられる特例を適用するためには、中小企業は金融機関や商工会議所
等の助言・指導を受けて承継計画を策定することが必須となることから、
金融機関に求められる役割が拡大することになる。

はじめに
１章　事業承継税制導入の背景
２章　事業承継税制の概要とこれまでの改正経緯
３章　これまでの適用実績
４章　制度改正後の適用見込みと政策効果
おわりに

※本稿は、2018 年度税制改正につき、内閣提出法案段階の内容を基に執筆した。なお、本稿脱稿後、2018 年３月
28 日に法案は内閣提出案通りに成立し、３月 31 日に公布されている。
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はじめに
事業承継税制は、中小企業の円滑な事業承継を

実現することを目的に 2009 年に創設された相続
税・贈与税の納税猶予制度である。

本制度の活用によって生前贈与も含めた事業承
継が進むことが期待されたが、実際の適用件数は
伸び悩んだ。このため、2013 年度・2017 年度
の税制改正で条件の緩和が行われたが、８割の雇
用維持が達成できないと納税猶予が原則打ち切ら
れることや、制度を利用しても相続・贈与を受け
た株式等の評価額の一部について相続税・贈与税
が課税される場合があることは変わらなかったた
め、適用拡大は緩やかなものにとどまった。

しかし、2018 年度税制改正（案）において、
雇用確保要件が実質的に撤廃され、かつ、相続・
贈与を受けた株式等の評価額の全額について納税
猶予を受けられる「特例」が設けられることとな
り、事業承継税制の使い勝手が大きく改善される。

中小企業は地域経済の中核を担っている一方、
その経営者は 60 歳代・70 歳代に集中しており、
事業承継が円滑に行われないと、大規模な廃業と
それに伴う地域の雇用喪失が懸念される状況にあ
る。

本稿では、事業承継税制導入の背景、これまで
の改正経緯と適用状況を振り返って分析し、これ
を基に 2018 年度税制改正（案）により事業承継
税制の活用がどの程度進むのか、また、これによ
り地域の雇用をどの程度確保することができるの
か試算を行う。

1）2008 年度税制改正大綱において、事業承継税制（取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度）を
2009 年度税制改正で創設することおよび制度の骨子が決定されていた。

2）この制度の対象となる特定事業用資産には、非上場株式または出資のほか、山林が含まれる。事業承継税制導入
に伴う制度廃止により、山林のみに関する特例に改組されている。

１章　事業承継税制導入の背景
１．事業承継税制の導入まで

事業承継税制とは、中小企業を対象とした経営
承継の促進を目的として 2009 年度税制改正によ
り導入された 1、非上場の株式及び出資（以下、非
上場株式等）に係る相続税・贈与税の納税猶予制
度である。

この制度の導入前、相続税では経営承継を目的
とした一定の軽減措置である「特定事業用資産に
ついての相続税の課税価格の計算の特例」（廃止）、
贈与税では「相続時精算課税制度」（存続）が設
けられていた。それぞれの制度の概要は次の通り
である。

１）特定事業用資産についての相続税の課税
価格の計算の特例

2002 年度税制改正により導入された、相続ま
たは遺贈により取得した自社株式等の特定事業用
資産 2 について、相続税の 10％の減額を受けられ
る特例である。適用対象は、当初同族会社を含
む発行済株式等の総額（相続税評価額）が 20 億
円未満の会社で、かつ発行済株式総数の３分の
２かつ評価額３億円までが上限とされていたが、
2004 年度税制改正により上限額が 10 億円に引
き上げられた。この特例は、事業承継税制の導入
により 2009 年３月をもって廃止された（経過措
置あり）。

２）相続時精算課税制度
高齢者の保有資産について、高齢化の進展に伴
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う次世代への移転時期の遅れと有効活用による経
済活性化の社会的要請に鑑み、生前贈与を促進す
るために 2003 年度税制改正により導入された制
度である。

相続税と贈与税を一体として課税し、複数年に
わたる贈与について最大 2,500 万円まで非課税
となるほか、この非課税枠を超えた贈与について
も一律 20％の税率となるため、暦年課税と比較
して贈与時の税負担が大幅に軽減される。贈与を
した年の１月１日時点で 65 歳以上である贈与者
から、20 歳以上かつ贈与者の推定相続人 3 である
受贈者への生前贈与が対象となり、贈与される財
産の種類等には制限はない。

2007 年度税制改正では、高度経済成長期に大
量に創業した経営世代の引退の時期に差し掛かっ
ていること等に鑑み、保有株式等を通じた所有面
での会社支配権と、会社を代表する経営者として
の地位の双方が、中小企業のオーナー経営者から
後継者に承継されると認められる場合に限って、
贈与者の年齢を 60 歳以上に引き下げ、非課税上
限額を 3,000 万円に拡大する特例が創設された

（特定同族株式等に係る相続時精算課税の特例、
2008 年 12 月までの時限措置）。

この特定同族株式等に係る相続時精算課税の特
例は、2008年12月の期限をもって廃止されたが、
相続時精算課税制度そのものは事業承継税制の導
入後も存続し、2013 年度税制改正により適用対
象が拡充されたほか 4、2017 年度税制改正では事
業承継税制との併用が可能となった（後述）。

３）受贈者は贈与者の直系卑属である子（または子から代襲相続した孫）に限られる（配偶者や兄弟姉妹には適用で
きない）。

4）贈与者の年齢を 65 歳以上から 60 歳以上に引き下げた上、受贈者の範囲に贈与者の孫（代襲相続人でない）を
追加する見直しが行われた。

5）財務省「平成 21 年度 税制改正の解説」参照。
6）「2006 年版 中小企業白書」参照。

２．事業承継税制の導入とその背景

１）事業承継税制の導入の背景
事業承継税制の導入までの議論を踏まえると、

その背景として、おおむね次の３点が挙げられる
だろう。

（１）中小企業のうち同族経営の会社が大半を占
めていること

わが国の中小企業は、経営上の意思決定を迅速
化し安定的な経営を行うため、経営者とその同族
関係者で株式（議決権）の大半を保有している同
族経営の会社が多数を占めている。このような会
社の事業承継に際しては、経営資源としての議決
権株式の分散を防止し、安定的な経営の継続を確
保することが重要と考えられる 5。

（２）中小企業経営者の高齢化に伴う廃業・雇用
の減少の恐れがあること

少子高齢化社会の到来等を背景に中小企業経営
者の高齢化が進展し、事業承継を理由とした廃業
が毎年約７万社、それにより失われる雇用が毎年
20 万～ 30 万人と推計されるようになり 6、事業承
継環境の整備が一層重要な政策課題となった。特
に中小の法人企業の事業承継については、これら
の企業が多くの雇用を抱え、様々な技術を有する
など地域経済の中核を担っている一方で、ある程
度の規模の企業では多額の相続税の負担を避ける
ために後継者が株式を分散して相続することにな
り、安定的な事業の継続に支障を来すことが懸念
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された 7。

（３）諸外国の事業承継税制との比較
前述の通り、わが国では事業承継税制の導入前

にも一定の相続税の軽減制度が設けられていた
が、諸外国においても総じて雇用の確保や経済成
長の維持・発展の観点から事業承継税制の拡充が
図られていることが確認されていた 8。

２）事業承継税制の導入
（１）2008年度税制改正大綱

2008 年度の税制改正大綱において、事業承継
税制（取引相場のない株式等に係る相続税の納税
猶予制度）を 2009 年度税制改正で創設すること
および制度の骨子が決定された。また同じく大綱
で規定することとされた事業承継税制の前提とな
る経済産業大臣の認定等に関する法律について
は、「中小企業における経営の承継の円滑化に関
する法律」（以下、円滑化法）として 2008 年５
月に成立した（同年 10 月１日から施行）。

（２）2009年度税制改正
2009 年度税制改正において「非上場株式等に

7）5）同様。
8）事業承継協議会・事業承継税制検討委員会「事業承継税制検討委員会　中間報告」（2007 年6月）参照。

係る相続税の納税猶予」の制度（以下、相続特例）
が創設された。併せて贈与税についても、「非上
場株式等に係る贈与税の納税猶予」の制度（以下、
贈与特例）が創設された。

２章　事業承継税制の概要とこれ
までの改正経緯

１．制度の概要（2018年度税制改正前）
１）円滑化法上の認定

事業承継税制は、非上場の中小企業（図表
1-1）の先代経営者から後継者への自社株式の贈
与または相続について適用でき、贈与特例では「発
行済株式等の３分の２かつ評価額の 100％相当
額」、相続特例では「発行済株式等の３分の２か
つ評価額の 80％相当額」までが納税猶予の対象
となる（図表 1-2、図表 1-3）。

手続きとしては、まず円滑化法に基づき、事業
承継税制の各要件（会社、先代経営者、後継者）
を満たしていることを認める「都道府県知事の認
定」の申請を中小企業が行い、同認定を受ける必
要がある。認定後、後継者は贈与税または相続税
の申告期限までに、特例の適用を受ける旨を記載

図表 1-1　事業承継税制の対象となる中小企業者の範囲
業種 資本金又は出資 又は 常時使用従業員数

製造業、建設業、運輸業その他（注1）
３億円以下

300 人以下
ゴム製品製造業（注2） 900 人以下
卸売業 1億円以下 100 人以下
小売業

5,000 万円以下
50 人以下

サービス業（下記2業種を除く） 100 人以下
ソフトウェア・情報処理サービス業 ３億円以下 300 人以下
旅館業 5,000 万円以下 200 人以下

（注1）ゴム製品製造業を除く
（注2）自動車・航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
（注3）網掛けは円滑化法施行令により範囲が拡大された部分
（出所）大和総研作成
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した申告書等を所轄税務署に提出する。
なお、発行済株式等の３分の２を上回る部分の

相続・贈与については評価額全額について、相続
特例の場合は発行済株式等の３分の２以下の部分
であっても評価額の 20％相当額については、相
続税・贈与税の課税対象となり、申告期限までに
当該相続税・贈与税を納付する必要がある。

２）経営承継期間中の事業継続
贈与税（相続税）の申告期限の翌日から５年間

の経営承継期間の間、事業を継続しなければなら

9）パートタイムなど特定短時間労働者を除く常時使用従業員について判定する。
10）ただし、後継者から次の後継者への再贈与の場合で、贈与特例を受ける場合（猶予継続贈与）、猶予税額が免除さ

れる（2015 年度税制改正により導入）。
11）例えば株式等の譲渡の場合はその譲渡日、雇用確保要件に反した場合は経営承継期間の末日から2カ月が納税猶

予期限となる。

ない。具体的には、後継者が代表者かつ株式等を
継続保有すること、会社が贈与時（相続時）の
雇用 9の８割以上を維持すること等が求められる。
この期間中に株式等を第三者等に譲渡した場合 10

など要件を満たさない場合には納税猶予が打ち切
られ 11、後継者は猶予税額の全額に加え利子税を
納付しなければならない。

３）経営承継期間の経過後
経営承継期間経過後は会社の要件と株式等の保

有継続要件を満たすことで引き続き納税猶予が受
けられる。さらに贈与特例については、先代経営
者（贈与者）または後継者（受贈者）が死亡した
場合や贈与特例を用いて次の後継者への再贈与を
した場合等に猶予税額が免除されるほか、先代経
営者が死亡した場合には贈与時の時価に基づいて
相続税額が計算され、都道府県知事の円滑化法の
確認を受けることで相続特例の適用も受けられ
る。相続特例については、後継者（相続人等）が
死亡した場合や贈与特例を用いて次の後継者への
再贈与をした場合等は猶予税額が免除される。

２．これまでの改正経緯

事業承継税制については継続的に適用状況を検
証した上、適用要件の緩和や納税猶予終了の際の
負担の軽減等、より制度の利用を促進するための
改正が行われている（図表２）。以下、主な改正
について解説する。

１）2013年度・2017年度税制改正
2009 年の制度創設以来、2011 年末までの適

（出所）中小企業庁「－中小企業経営承継円滑化法－申請マニュ
アル【相続税、贈与税の納税猶予制度】平成29年４月施
行」から抜粋

図表1-2　非上場株式等に係る贈与税の納税
猶予制度（贈与特例）

図表1-3　非上場株式等に係る相続税の納税
猶予制度（相続特例）

（出所）中小企業庁「－中小企業経営承継円滑化法－申請マニュ
アル【相続税、贈与税の納税猶予制度】平成29年４月施
行」から抜粋
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用件数は約 500 社にとどまっており（後述の図
表 3-1 参照）、制度の活用が進んでいない状況に
あった。そのため、いわゆる「社会保障・税一体
改革法 12」において、資産課税の見直しの一つと
して、事業承継税制の見直しを行うこととされた。

それを受け、2013 年度税制改正において、 
①より多くの企業に制度を利用してもらうための

「要件の緩和」、②制度を安心して利用できるため
の「負担の軽減」、③手間暇を少なくし、使い勝
手の良い制度とするための「手続の簡素化」の３

12）「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」（平
成 24 年法律第 68 号。平成 24 年8月 10 日成立、同月 22 日公布）

13）財務省「平成 25 年度 税制改正の解説」参照。

つを柱として、抜本的な見直しが行われた 13。
さらに、2017 年度税制改正でも、中小企業経

営者の高齢化や深刻な人手不足、災害の頻発等の
社会状況を踏まえ、引き続き事業承継税制の見直
しが行われた。

（１）雇用確保要件の緩和
贈与税又は相続税の申告期限後５年間の納税猶

予期間（経営承継期間）において要求されている
雇用確保要件（常時使用従業員数の８割以上）の

図表２　事業承継税制の改正経緯
適用期間 雇用確保要件の改正 納税額を減免する改正 先代経営者・後継者に

係る要件の緩和 その他の主な改正

2013 年 4 月～
◆円滑化法に基づく事

前の確認要件の廃止
（任意化）

2015 年 1 月～ ◆5年間平均8割維持 
（要件緩和）

◆納税猶予税額の免除
事由の拡充（事業再
生の追加）

◆経営承継期間中の利
子税の免除

◆後継者要件の緩和（親
族外承継の対象化）

◆先代経営者要件の緩
和（贈与時 / 相続時
に役員等でも可）

◆納税方法の拡充（延
納・物納可）

2015 年 4 月～
◆贈与特例を受ける再

贈与の場合の贈与税
の免除

2017 年 1 月～
◆贈与特例と相続時精

算課税制度との併用
可

◆贈与者死亡時の相続
特例の適用要件の緩
和（中小企業要件・
非上場要件廃止）

2017 年 4 月～
◆端数切り上げ→切り

捨て（計算方法の見
直し）

◆手続き窓口の変更（経
済産業大臣→都道府
県知事）

2018 年 1 月～
◆適用対象者の拡充（先

代経営者以外→後継
者（1 名）への承継
が対象に）

2018 年 1 月～
2027 年 12 月
【特例制度】

◆5年間平均8割を切っ
ても納税猶予期間が
継続

　（要件の大幅緩和）

◆猶予される株式・猶
予税額の拡充（全株・
全額の納税猶予）

◆経営環境変化による
減免制度

◆親族外承継等におけ
る相続時精算課税制
度の適用可

◆適用対象者の拡充（先
代経営者以外→特例
後継者（最大 3 名）へ
の承継が対象に）

（注）2018 年1月からの改正は、改正法案時点
（出所）大和総研作成
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計算方法について、制度創設当初は経営承継期間
（５年間）中、毎年雇用確保要件を充足する必要
があり、８割を下回った時点で納税猶予が終了す
る厳しい要件となっていた。

2013 年度税制改正では、予測しがたい毎年の
景気変動等、中小企業を取り巻く経済状況に配慮
するため、５年間の「平均」で８割以上に緩和され、
仮に景気悪化のため８割を下回った年があったと
しても、その後の雇用数増加等で８割を確保でき
れば継続して納税猶予を受けられることになった

（2015 年１月から適用）。
さらに、2017 年度税制改正では、雇用確保要

件の計算方法が見直された。確保が求められる従
業員数は、贈与・相続時の従業員数に 0.8 を乗じ
て算出するが、その数に端数が出た場合、改正前
は切り上げであったが、改正後は原則切り捨てに
変更された（2017 年４月から適用）。

この改正は、特に５人未満を雇用する事業者に
おいて実質的な要件の緩和となった。例えば、贈
与時の従業員が４人の事業者の場合、改正前は４
人全員の雇用の確保が求められた（４人× 0.8 ＝
3.2 人⇒切り上げで４人）が、改正後は３人（3.2
人⇒切り捨てで３人）の雇用を確保すれば足りる
こととなった。

（２）納税額を減免する改正
納税猶予が打ち切られた場合における納税額を

減免する改正も行われている。
2013 年度税制改正では、経営承継期間の経過

後に猶予税額を納付する場合の利子税について、
経営承継期間５年間の利子税が免除されることと
した（2015 年１月から適用）。

また、2017 年度税制改正では、贈与特例と相
続時精算課税制度の併用を認め、贈与特例の納税

猶予が打ち切られた場合でも相続時精算課税によ
る贈与税の軽減（相続税と同額）が受けられるこ
とになり、後継者の将来リスクの軽減が図られた

（2017 年１月から適用）。
もっとも、事業承継税制により猶予を受けられ

る株式数、および評価額の割合については制度創
設以来、2018 年度税制改正（案）が行われるま
で手がつけられてこなかった。

（３）先代経営者・後継者に係る要件の緩和
事業承継税制の創設当時は、これまでの事業承

継の実態等を踏まえ、先代経営者と後継者の関係
について画一的な要件を定めていたが、2013 年
度税制改正で次の見直しが行われている。

事業承継税制の創設当時は、後継者が先代経営
者の親族であることを要件としていたが、有能な
人材を広く登用するためこの要件が撤廃され、親
族外承継が事業承継税制の対象となった（2015
年１月から適用）。

贈与特例について、創設当時は先代経営者が役
員から退任することを要件としていたが、先代経
営者の信用力を活用するため、先代経営者（贈与
者）は代表者を退任するだけでよく、有給の役員
としてとどまることも認められた（2015 年１月
から適用）。

（４）その他の主な改正
相続特例を受けるには、相続が開始される前に、

事前に経済産業大臣（後に権限は都道府県知事に
移管、以下同じ）による経営承継計画の事前確認
を受ける必要があり、実際に相続が発生した後か
ら相続特例を受けることはできなかった。この点
につき、2013 年度税制改正により、経済産業大
臣の事前確認は不要となり、相続発生後でも相続
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税の申告期限内に経済産業大臣（後に権限は都道
府県知事に移管）の認定を受ければ相続特例を受
けられるようになった（2013 年４月から適用）。

贈与特例を受けていた先代経営者（贈与者）が
死亡した場合、引き続き相続特例の適用を受ける
ことで相続税の猶予に切り替えることができる
が、2017 年度税制改正により、この場合の相続
特例の要件から中小企業要件及び非上場要件が撤
廃され、経営承継後に会社が後継者の経営努力に
より大会社や上場会社となっている場合にも相続
特例を受けられることになり、会社の成長を阻害
する恐れが除かれた（2017 年１月から適用）。

２）2018年度税制改正（案）
（１）改正の背景

2017 年７月７日に公表された中小企業庁「事
業承継５ヶ年計画」は、事業承継の現状について、
中小企業経営者が高齢化しており、2015 年から
2020 年までに新たに 30 万人以上の中小企業経
営者が 70 歳以上に達すると見込まれる一方、70
歳代・80 歳代の経営者の６割以上が後継者未定
であること等を指摘した上で、今後５年程度を事
業承継支援の「集中実施期間」とすることを提案
した。

これに基づく税制改正要望を受け、2018 年度
税制改正法案（以下、改正法案）では、今後５年
以内に経営承継計画を提出し、かつ 10 年以内に
実際に承継を行う者を対象とする 10 年間の時限
措置として、「非上場株式等に係る贈与税・相続
税の納税猶予の特例制度」（以下、特例制度）を

14）「認定経営革新等支援機関」とは、中小企業に対して金融・税務等の専門性の高い支援事業を行う認定支援機関で、
27,811 機関が認定されている (2018 年2月 28 日時点 )。

15）特例経営承継相続人等とは、特例被相続人から相続等により非上場株式等を取得した相続人等のうち、相続開始
日の翌日から5カ月経過日に代表権を有しており、相続開始時に同族関係者との合算で総議決権数の 50％超を保有
し、かつ同族関係者中で最大議決権数を有している者をいう。後継者が2名以上いる場合、総議決権数の 10％以上
を保有し、かつ同族関係者中で最大議決権数を有している者（最大３名まで）をいう。

創設することとされている。

（２）改正の内容―「特例制度」の創設
特例制度では、後述の通り雇用確保要件の大幅

緩和など制度が抜本的に拡充されている。この
特例の適用を受けるには、まず 2018 年４月１日
から 2023 年３月 31 日までの５年間の間に、金
融機関、商工会議所、コンサルティング会社等の

「認定経営革新等支援機関 14」の指導・助言を受け
て作成する承継時までの経営見通し等を記載した

「特例承継計画（仮）」を都道府県に提出し、経営
承継円滑化法上の認定（特例円滑化法認定）を受
ける必要がある。認定を受けた「特例認定（贈
与）承継会社」について、2018 年１月１日から
2027 年 12 月 31 日までの間に相続・遺贈（贈与）
により特例後継者（特例経営承継相続人等 15 また
は特例経営承継受贈者）が取得した非上場株式等
について、特例が適用される。

◆　雇用確保要件の大幅緩和
雇用確保要件については、要件を充足しなく

なった場合でも納税猶予が継続できる大幅な緩和
が提案されている。すなわち経営承継期間（従業
員数確認期間）５年間の平均の雇用数が８割未満
の場合にも納税猶予期限は確定せず、雇用確保要
件を満たせなくなった理由を書面で提出すること
が求められるにとどまる。その理由が経営状況の
悪化である場合または正当な理由と認められない
場合でも、認定経営革新等支援機関の指導および
助言を受けてその内容を書面に記載すれば足り、
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納税猶予は継続できる。雇用確保要件は実質的に
撤廃されたといえる。

◆　猶予される株式・猶予税額の拡充
旧制度での納税猶予の対象株式は、相続特例の

場合「発行済株式の３分の２かつ評価額の 80％
相当額まで」、贈与特例の場合「発行済株式の３
分の２かつ評価額の 100％相当額まで」であり、
実質的に猶予を受けられる税額の上限は相続税で
約 53％、贈与税で約 66％であった。改正法案で
はこれらの上限を撤廃し、相続税・贈与税とも「発
行済株式の全株かつ評価額の 100％まで」納税猶
予を受けられることとされている。事業承継時の
贈与税・相続税の現金負担がゼロとなるため、納
税費用がネックで利用できなかった企業への普及
が期待できる。

◆　経営環境変化による減免制度
旧制度では、経営承継期間中、後継者の死亡や

会社の破産等が発生した場合は猶予税額の減免を
受けられるが、後継者が自社株式を譲渡した場合
は減免を受けられず、経営承継時の高い評価額に
基づく贈与税・相続税を、利子税を含め全額納付
する必要があるために大きな負担となった。改正
法案では、経営状態の悪化を理由とする自社株式
の譲渡・贈与、吸収合併による会社の消滅、株式
交換・株式移転による完全子会社化、会社の解散
の場合にも、猶予税額を減免することとされてい
る。おおよそ、事業承継後の自社株式の価値下落
分に対応する税額の免除を受けられ 16、後継者の
将来リスクの軽減が期待できる。

16）具体的には、譲渡等の時点での株式価値（譲渡・合併等の対価の額、解散時の相続税評価額）で税額を再計算し、
その税額と配当等との合計額と、承継時の評価額を基に計算された当初の猶予納税額との差額が免除される。

17）この見直しは、特例制度以外の事業承継についても行われることとされている。

◆　適用対象者の拡充 17

事業承継税制の対象は会社の代表権を有してい
た先代経営者１人から１人の後継者への承継に限
定されている。改正法案では、会社の代表権を有
していない先代経営者の配偶者や同族関係者等か
ら最大３名の特例後継者への承継に拡充すること
とされている。

◆　�親族外承継等における相続時精算課税制度の
適用

相続時精算課税制度が利用できるのは、先代経
営者（またはその配偶者）と後継者の間に親子関
係（または祖父母・孫関係）がある場合に限られ
ている。改正法案では、親族外承継等において特
例制度と相続時精算課税制度の併用を可能にする
ため、贈与者の推定相続人でない特例後継者への
贈与に相続時精算課税の適用を認めることとされ
ている。

３章　これまでの適用実績
１．適用件数の推移

事業承継税制のこれまでの適用実績は国税庁統
計年報により、2015 年分の贈与・相続等の分ま
で明らかにされている。

図表 3-1 は、事業承継税制のこれまでの適用件
数の推移を示すものである。

年の途中から制度が始まった 2008 年を除く
と、2009 年から 2014 年まで、贈与税・相続税
を合わせた適用件数は年間 150 件前後で推移し
ていたが、2015 年には 494 件に大きく増加して
いる。
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2015 年に適用件数が大きく増加した理由とし
ては、雇用確保要件の緩和が考えられる。2014
年までの制度では、事業承継税制の適用企業は承
継後５年間、毎年８割以上の雇用維持を求められ、
１年でも雇用が不足すると納税猶予が取り消され
た。2015 年以後は、５年間の平均で８割以上の
雇用が維持されれば足りるように改正され、企業
にとっての納税猶予取り消しリスクが減ったた
め、適用が進んだものと考えられる。

もっとも、相続税の課税対象となる未上場株式
等の相続は１年当たり約 5,000 社 18 あるとされ、

18）中小企業庁「事業承継に関する現状と課題について」（平成 28 年 11 月 28 日）参照。

2015 年時点の適用件数はその１割程度にすぎな
い。

２．事業承継税制適用企業の属性

１）会計検査院報告
国税庁統計年報では、事業承継税制の適用件数

の総数しか示されていない。事業承継税制を適用
した企業の属性等は、2017 年 11 月に会計検査
院が公表した「租税特別措置（相続税関係）の適
用状況等について」（以下、会計検査院報告）で
確認できる。

会計検査院報告は、事業承継税制の適用実態を
調査するため、73 税務署等をサンプルとして選
び、相続税の申告書等につき実地調査を行った
ものである。調査対象の 73 税務署等のうち、67
税務署において 2008 年から 2015 年までの間
に計 390 社の事業承継税制の適用があり、この
390 社について、従業員規模別、および業種別の
割合を報告している（図表 3-2）。

図表 3-2 を見ると、事業承継税制の適用件数は、
従業員規模で見れば５人以上 20 人以下の企業、
業種では「製造業その他」に該当する業種が多い。

あくまでサンプル調査では
あるが、従業員規模４人以下
の企業が１社も見られなかっ
た点も特筆点といえよう。

２）�従業員規模別の適用
率

従業員規模別・業種別の絶
対数としての適用状況は図表
3-2 で分かったが、従業員規
模別・業種別の全体のうちの

図表 3-2　会計検査院報告による事業承継税制適用企業の属性
従業員規模 企業数 業種 企業数

4 人以下 0 製造業その他（注） 210
5 人以上 20 人以下 165 ゴム製品製造業 1
20 人超 50 人以下 103 卸売業 86
 50 人超 100 人以下 51 小売業 36
100 人超 300 人以下 42 サービス業（下記 2 業種を除く） 51
300 人超 21 ソフトウェア・情報処理サービス業 2
不詳 8 旅館業 4

計 390 合計 390
（注）製造業（ゴム製品製造業除く）、建設業、運輸業および図表 3-2 に示される業種以外

の業種
（出所）会計検査院報告を基に大和総研作成 

図表 3-1　事業承継税制の適用件数
相続・贈与の年 贈与税 相続税 計

2008 年 45 45
2009 年 146 146
2010 年 63 80 143
2011 年 77 51 128
2012 年 72 81 153
2013 年 78 110 188
2014 年 43 127 170
2015 年 270 224 494

累計 603 864 1,467
（注）相続税は 2008 年 10 月以後の相続等、贈与税は 2009 年

4月以後の贈与から制度開始。2009 年中の贈与税の適用
実績は統計に記録がなかった

（出所）国税庁統計年報から大和総研作成
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適用率は分からない。
そこで、経済センサスにおける従業員規模別の

企業数を基に、事業承継税制が適用可能な企業数
を求め、適用可能な企業数に対する適用率を推計
したものが図表 3-3 である。

図表 3-3 を見ると、従業員規模が小さくなるに
つれ、適用率が下がっていく関係が見て取れる。
従業員 300 人超の企業では 1.94％が事業承継税
制を適用したものと推計されるが、５人以上 20
人以下の企業では 0.13％しか適用していないも
のと推計される。従業員４人以下の企業に至って
は、適用率は恐らくゼロである。

従業員規模が小さくなるほど適用率が下がる理
由は主に２つ考えられる。

一つ目の理由は、規模が小さい企業ほど不況時
に雇用を維持することが困難となるため、雇用確
保要件違反による納税猶予取り消しを恐れて事業
承継税制を適用していないことが考えられる。

特に、2016 年末までは、８割の雇用確保は端
数切り上げで求められた。このため、従業員４人
以下の企業においては事実上従業員全員の雇用の

確保が求められることとなり、雇用確保要件の達
成が難しかったものと考えられる。

二つ目の理由は、規模が小さい企業ほど、猶予
されない残りの税額の納付が困難となるため、事
業承継税制の適用がためらわれたことが考えられ
る。相続による事業承継の場合は事業承継税制適
用の有無にかかわらず一定の相続税の納付は必要
となるが、贈与による事業承継を行う場合、贈与
時に猶予されていない残りの贈与税額の支払いが
必要となる。後継者が私財で贈与税額を支払えな
いとすると、会社や銀行からの借り入れ等が必要
となるが、規模が小さい企業ほどそれは困難なも
のとなるだろう。

図表 3-3 を見ると、従業員規模 50 人超 100
人以下の企業および同 300 人超の企業では相続
特例よりも贈与特例の方が適用件数が多いのに対
し、従業員規模 50 人以下の企業では贈与特例よ
りも相続特例の方が適用件数が多くなっている。

３）業種別の適用率
同様に、業種別の適用率を推計したものが図表

3-4 である。
図表 3-4 を見ると、適用

件数では「製造業その他」
が多いが、適用率では「卸
売業」の方が高いことが分
かる。

他方、サービス業（ソフ
トウェア・情報処理サービ
ス業および旅館業を除く、
以下この節において同じ）
における適用率が 0.03％
と低い水準となっている。

サービス業において適用

図表 3-3　従業員規模別の事業承継税制の適用率（推計値）	

従業員規模
適用件数 適用可能

企業数
（④）

適用率
（①／④）全体

（①）
うち贈与
（②）

うち相続
（③）

4 人以下 0 0 0 969,099 0.00％
5 人以上 20 人以下 633 234 399 503,164 0.13％
20 人超  50 人以下 396 142 254 127,445 0.31％
50 人超 100 人以下 196 100 96 40,805 0.48％
100 人超 300 人以下 161 54 107 20,646 0.78％
300 人超 81 46 35 4,177 1.94％

計 1,467 576 891 1,665,336 0.09％
（注1） 適用件数は会計検査院報告のサンプル調査結果における各従業員規模別の構成比を国税

庁統計年報における 2008 年～ 2015 年の適用実績件数に乗じて推計
（注2） 適用可能企業数は、平成 26 年経済センサスを基に、業種別に事業承継税制の適用要件

（従業員数または資本金の条件）を満たし、かつ子会社でない企業数を推計
（注3） 従業員規模別に贈与・相続合計の適用件数を推計した上で贈与・相続に按分したため、

全体の贈与・相続の適用件数は図表 3-1 と若干異なる
（出所）大和総研作成
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率が低いのは、「適用可能企業数」の母集団にお
いて規模の小さな企業の割合が高いことが一因と
考えられる。サービス業は、制度適用の条件とな
る資本金・従業員数の条件が「製造業その他」や「卸
売業」などと比べ低めに設定されている（前掲図
表 1-1）19。

４章　制度改正後の適用見込みと
政策効果

１．適用見込件数の推計
これまでの事業承継税制では、規模が小さい企

業ほど雇用確保要件違反による納税猶
予取り消しを恐れたり、猶予されない
残りの税額の支払いが困難であったり
するために、事業承継税制を適用しづ
らかったものと考えられる。

しかし、2018 年度税制改正により、
「特例」を適用した場合、雇用確保要
件は実質的に撤廃され、相続・贈与を
受けた株式の評価額全額の納税猶予が

19）もっとも、「サービス業」よりも規模が小さい企業の割合が高いと考えられる「小売業」の方が「サービス業」よ
り適用率が高いため、規模以外の要因も考えられる。

認められる。これによって、
雇用確保要件違反による納
税猶予取り消しのリスクや
猶予されない税額の納税資
金の確保を意識することな
く事業承継税制を適用する
ことが可能となる。もっと
も、この特例が適用される
のは今後 10 年間の贈与・
相続に限られる。

この改正によって、事業
承継税制適用可能企業について、10 年間で、従
業員規模にかかわらず「従業員 300 人超」の適
用率である 1.94％まで適用が広がると仮定した
場合の適用件数を試算すると、次の図表 3-5 に示
される通り、今後 30,841 件の適用が見込まれる
結果となる。

1 年当たりにすれば適用件数は 3,084 件とな
り、直近のデータである 2015 年の適用件数 494
件と比べると６倍以上となる。

また、相続税の課税対象となる未上場会社の相
続を１年当たり約 5,000 社（根拠は前述）とす
ると、その約６割に当たる。

図表 3-4　業種別の事業承継税制の適用率（推計値）
業種 適用件数

（①）
適用可能企業数
（②）

適用率
（① /②）

製造業その他 790 600,651 0.13％
ゴム製品製造業 4 2,814 0.14％
卸売業 323 173,359 0.19％
小売業 135 255,082 0.05％
サービス業（下記2業種を除く） 192 595,227 0.03％
ソフトウェア・情報処理サービス業 8 22,227 0.04％
旅館業 15 15,976 0.09％

合計 1,467 1,665,336 0.09％
（注）業種分類は図表 3-2 と同じ。適用件数・適用可能企業数の推計方法は、図表 3-3 と同じ
（出所）大和総研作成

図表 3-5　今後の事業承継税制適用見込件数の試算結果

従業員規模 既適用件数
（①）

適用率 1.94％
となった場合の
適用件数（②）

今後の
適用見込件数
（②－①）

4 人以下 0 18,801 18,801
5 人以上 20 人以下 633 9,761 9,128
20 人超  50 人以下 396 2,472 2,076
50 人超 100 人以下 196 792 596
100 人超 300 人以下 161 401 240
300 人超 81 81 0

計 1,467 32,308 30,841
（出所）大和総研試算
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近年の事業承継のうち約６割が親族内となって
いること 20 と、事業承継税制の適用は主に親族内
承継で利用されるであろうこと 21 を踏まえると、
制度改正後の事業承継税制の適用見込みが相続税
の課税対象となる未上場会社の６割となる推計に
は一定の妥当性があるだろう。

２．適用企業の都道府県別分布

図表 3-5 で求めた従業員規模別の事業承継税制
適用見込件数の都道府県別分布について試算した
ものが、次の図表 3-6 である。

適用見込件数は、東京都で 4,750 件、大阪府

20）事業承継を中心とする事業活性化に関する検討会「事業承継を中心とする事業活性化に関する検討会　中間報告」
（平成 26 年7月）参照。

21）2015 年に親族外承継においても事業承継税制が適用可となったが、2015 年における贈与特例の認定件数 273
件のうち親族外承継は 7 件にとどまった（中小企業庁「事業承継に関する現状と課題について」（平成 28 年 11 月
28 日）参照）。

22）2015 年2月に中小企業庁からの委託で帝国データバンクが実施した「中小企業における事業承継に関するアン
ケート・ヒアリング調査 報告書」参照。

23）図表 3-5 の今後の適用見込件数に、従業員規模別の平均従業員数を乗じて推計した。
24）「2016 年版 中小企業白書」において、経営者年齢が上がるほど投資意欲が低下したりリスク回避性向が高まる

傾向があるため、経営者の交代した企業の方が利益率を向上させる傾向にあると指摘している。

で 2,384 件など、都市部が多くなってはいるが、
最小の鳥取県でも 128 件あるなど、全ての都道
府県に満遍なく分布していることが見て取れる。

３．適用による雇用維持効果

事業承継税制の目的は、円滑な事業承継を実現
し、事業の継続および発展を通じた雇用の確保や
経済活性化を図ることとされている。経済産業省
は、この目的を達成することができたか、2016
年度に政策評価を実施している。

その際には、事業承継税制利用者のうちの約
7.9％が本税制を利用しなければ廃業を検討して

いたと回答 22 したことを根拠に、
2015 年の制度利用企業の雇用者
数に 7.9％を乗じて得た 1,140 人
を政策による雇用維持効果として
いる。

同様の手法を用いて、今後の事
業承継税制の適用拡大による雇用
維持効果を推計すると、適用企業
の雇用者数は 328,970 人 23、これ
に 7.9％を乗じた雇用維持効果は
25,989 人となる。

事業承継税制は、あくまで相続
税や贈与税の負担を軽減する制度
であるため、そもそも事業自体に
将来性がなかったり、後継者を見
つけられなかったりする中小企業

図表 3-6　都道府県別の適用見込件数の試算結果（単位：件）
全国 30,844 富山県 256 島根県 159
北海道 1,372 石川県 312 岡山県 479
青森県 256 福井県 220 広島県 746
岩手県 243 山梨県 215 山口県 290
宮城県 499 長野県 592 徳島県 196
秋田県 213 岐阜県 529 香川県 278
山形県 263 静岡県 958 愛媛県 342
福島県 484 愛知県 1,878 高知県 152
茨城県 618 三重県 378 福岡県 1,067
栃木県 522 滋賀県 250 佐賀県 152
群馬県 543 京都府 606 長崎県 265
埼玉県 1,548 大阪府 2,384 熊本県 402
千葉県 1,153 兵庫県 1,096 大分県 275
東京都 4,750 奈良県 201 宮崎県 239
神奈川県 1,981 和歌山県 184 鹿児島県 372
新潟県 564 鳥取県 128 沖縄県 234

（注）図表 3-5 で求めた全国の従業員規模別の適用見込件数を、各都道府県の従業員
規模別企業数で按分して算出した。都道府県別に1件未満の端数を四捨五入し
た上で全国合計を求めたため、図表 3-5 とは合計件数が若干異なる

（出所）大和総研試算
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を救うことはできない。このため、事業承継全体
に占める役割でみれば事業承継税制は「脇役」に
とどまるが、それにより維持が見込まれる雇用の
絶対数（約 26,000 人）は決して小さなものでは
ないだろう。

おわりに
2018 年度税制改正（案）によって「特例」が

設けられると、事業承継税制の適用件数は 2015
年比６倍超の年 3,000 件超のペースで適用が広
がる可能性も考えられる。事業承継税制適用によ
る直接的な効果としては、それにより廃業を免れ
る企業の雇用が、10 年間累計で約 26,000 人維
持されるものと試算される。

もっとも、事業承継による経営者の世代交代が
進めば、単に廃業を免れるだけでなく、投資意欲
の向上などにより中小企業の経営改善をもたらす
効果も考えられる 24。

事業承継税制の「特例」を適用するためには、
金融機関や商工会議所等の認定経営革新等支援機
関の助言・指導を受けて承継計画を策定すること
が必須となっているため、制度を適用する企業に
おいては、綿密な準備を行った上で経営改善を図
りながら事業承継が行われることが期待される。

今後の事業承継税制の適用が見込まれる中小企
業は全国に満遍なく分布している。事業承継税制
が地方の活性化につながるか否かは、金融機関や
商工会議所等の認定経営革新等支援機関が、新た
な事業承継税制を周知させ利用を促すことができ
るか、また、承継計画の策定においてどれだけ経
営改善に資する助言・指導を行うことができるか
がカギとなるのではないか。
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